
長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 議 会 情 報 公 開 条 例 施 行

規 程  

平 成 １ ９ 年 ２ 月 ２ 日  

議 会 告 示 第 １ 号  

 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 議 会 が 管 理 す る 行 政 文 書 に 係 る

長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 １ ９ 年 広 域 連

合 条 例 第 ４ 号 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 別 に 定 め る

も の を 除 く ほ か 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 情 報 公 開 条 例 施

行 規 則 （ 平 成 １ ９ 年 広 域 連 合 規 則 第 ３ 号 ） そ の 他 広 域 連 合 長 が 定

め る 規 程 の 例 に よ る 。  

 

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


